
キミも使えるかも！償還免除もある育英資金 

育英資金制度を改正しました 
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                                             問合せ先 標茶町教育委員会管理課総務係 

☎ 015-485-2111 内線 287 
 

  標茶町教育委員会では育英資金（奨学金）制度の一部改正を行いました。 

  貸付限度額の拡充、償還免除枠の拡充などを行い、高校や専門学校、大学等への進学、在学時必要となる学資金のために、より本育英資金を活用できるよう制度

の見直しを行いました。 

  年度途中の貸付希望も受け付けますので、まずは問い合わせをしてみてください。 

●貸付限度額 

区 分 月額 

医学、歯学、獣医学及び薬学課程の大学院及び大学 50,000 円 

上記を除く大学院及び大学 25,000 円 

短期大学 20,000 円 

専修学校・専門学校 20,000 円 

高等専門学校 本科1～3年生 12,000 円 

本科4･5年生 20,000 円 

高等学校 12,000 円 

 

●償還免除  医学、歯学、獣医学及び薬学課程の大学院及び大学にて当該課程の専

門資格を取得して、卒業後 10 年以内に標茶町に居住し、取得した資格専門職として標

茶町内の企業等に就業した場合 

●償還年数 最大 10年 

●貸付限度額 

区 分 私 立 国公立 

大学院及び医学、歯学、獣医学並びに薬学課程の大学 80,000 円 50,000 円 

大学 40,000 円 30,000 円 

短期大学 40,000 円 30,000 円 

専修学校(専門課程)・専門学校 40,000 円 30,000 円 

高等専門学校 本科4･5年生 40,000 円 30,000 円 

本科1～3年生 12,000 円 12,000 円 

高等学校・専修学校(高等課程) 12,000 円 12,000 円 

 

●償還免除  学校卒業後に標茶町に居住し、町内において事業を営む、または町内の事

業所に就業し、その後継続して５年を超える事業期間、または就業期間に達したとき。 

 

●償還年数 最大 20年（総貸付額により償還年数算出） 


